
資料１ 

宮崎県医療審議会運営規程の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

  来年度、全国の都道府県で 2040 年を見据えた新たな地域医療構想の策定及び第８次医

療計画の中間見直しの実施が予定されている。 

これまで医療計画の策定及び変更に当たっては、医療審議会とは別に、「医療計画部

会」を設置し議論を行ってきたが、医療計画の中間見直しに加え、令和９年度より開始

する「新たな地域医療構想」の策定の議論の場と位置付ける観点から、「医療計画等部

会」として名称を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

 ⑴ 医療審議会の専門部会である「医療計画部会」を「医療計画等部会」に改正する。 

 ⑵ 医療計画等部会は医療計画及び地域医療構想の策定、変更に関する事項を調査審議

し、その経過及び結果を医療審議会に報告することを基本とする。 

   なお、医療審議会は、医療計画等部会における調査審議結果について審議し、決議

する。 

 

 

３ 参考資料 

  新しい地域医療構想について 

【医療法】 

第七十二条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応

じ、当該都道府県における医療を提供する体制の確保に関する重要事項を調査審議するため、都道府県に、都道

府県医療審議会を置く。 

２ 都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

【医療法施行令】 

第五条の十九 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員十人以内を置くことができ

る。 

２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 

第五条の二十一 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選により定める。 

４ 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。 

５ 第五条の十八第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。 



「新たな地域医療構想に関する検討会とりまとめ」の概要(１)
令和６年12月18日 厚生労働省公表資料より

１

資料１ｰ２



「新たな地域医療構想に関する検討会とりまとめ」の概要(２)
令和６年12月３日 厚生労働省公表資料より

現構想との変更点①

入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護連携など構想でカバーする範囲が拡大

２



「新たな地域医療構想に関する検討会とりまとめ」の概要(３)

現構想との変更点②

地域医療構想を医療計画の上位概念として位置づけ、医療計画は構想に即した実行計画へと変更

令和６年12月３日 厚生労働省公表資料より

３



「新たな地域医療構想に関する検討会とりまとめ」の概要(４)
令和６年12月３日 厚生労働省公表資料より

４
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                          宮崎県医療審議会運営規程（案） 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規程は、医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号。以下「政

令」という。）第５条の２２の規定に基づき、宮崎県医療審議会（以下「審

議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （招集等） 

第２条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ日時、場所、

審議事項その他必要な事項を委員に通知しなければならない。 

２ やむを得ない理由により審議会に出席できない委員は、速やかに、その旨

を会長に届け出なければならない。 

 

 （書面審議） 

第３条 会長は、やむを得ない理由により会議を開く暇がないとき、又は書面

による審議をもって足りると認めるときは、議案の概要を記載した書類を委

員に回付してその意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の

議決に代えることができる。 

 

 （議事録） 

第４条 会長は、審議会終了後速やかにその要旨について議事録を作成しなけ

ればならない。 

２ 議事録には、出席した委員のうちから、その審議会において選出された議

事録署名人２人が署名押印しなければならない。 

 

 （部 会） 

第５条 審議会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表の右欄に掲

げる事項を調査審議する。 

部 会 事 項 

医療法人等部会 医療法人に関する事項及び診療所病床の設置に関する事項 

医療計画等部会 医療計画及び地域医療構想等の策定及び変更に関する事項 

２ 審議会は、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。 

３ 前項に定める場合を除き、部会長は、部会の経過及び結果を審議会に報告

するものとする。 

 

 （部会の招集等） 

第６条 部会は、部会長が会長に諮って招集する。 

２ 部会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことが
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できない。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長

の決するところによる。 

４ 第２条から第４条までの規定は、部会について準用する。この場合におい

て、「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。 

 

 （庶 務） 

第７条 審議会の庶務は、宮崎県福祉保健部医療政策課において処理する。 

 

    附 則 

 この規程は、昭和６１年１１月１３日から施行する。 

 

    附 則 

 この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

 この規程は、平成１０年１１月２６日から施行する。 

 

    附 則 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

  この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

  この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

  この規程は、平成１９年３月２０日から施行する。 

 

  附 則 

  この規程は、令和３年９月１３日から施行する。 

 

  附 則 

  この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

 この規程は、令和  年  月  日から施行する。 
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宮崎県医療審議会運営規程 新旧対照表 

改正前 改正後 

（部 会） 

第５条審議会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表

の右欄に掲げる事項を調査審議する。 

部 会 事 項 

医療法人等部会 医療法人に関する事項及び診療所病床の設置

に関する事項 

医療計画部会 医療計画の策定及び変更に関する事項 

 

２・３［略］ 

 

 

（部 会） 

第５条審議会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、それぞれ同表の

右欄に掲げる事項を調査審議する。 

部 会 事 項 

医療法人等部会 医療法人に関する事項及び診療所病床の設置

に関する事項 

医療計画等部会 医療計画及び地域医療構想等の策定及び変更

に関する事項 

２・３［略］ 

 

附 則 

この規程は、令和７年  月  日から施行する。 
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